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主な内容主な内容
❸ページ 自転車乗車用ヘルメット購入費を補助

14ページ
❺ページ 健康診査実施期間を10月14日（木）まで延長
❸ページ 自転車乗車用ヘルメット購入費を補助

14ページ 7月10日に阿久比町は「歩行者優先のまち」を宣言しました！7月10日に阿久比町は「歩行者優先のまち」を宣言しました！
❺ページ 健康診査実施期間を10月14日（木）まで延長
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～　シリーズ　新型コロナウイルスワクチン接種⑤　～

1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標

コロナのことは（48）0900へ
※　（48）1111へお電話いただいても、コールセンターにはつながりませんので、ご注意ください。

■予約受付開始日

　年齢区分に応じて順番に予約受け付けを行います。
※　電話は大変混み合います。Ｗｅｂ予約での先行受け付けをご利用ください。
※　12歳～15歳の方へ接種券（クーポン券）を8月上旬に発送します。ただし、12歳になる方には、誕生
月に発送します。
※　国・県の通知、ワクチンの供給状況により予定が変更となる場合があります。あらかじめ、ご了承くだ
さい。

▼　Ｗｅｂ予約
　Ｗｅｂ予約ページ（https://reserva.be/agui2021coronayoyaku）
から予約してください。町公式ホームページから予約ページへ進むこ
ともできます。
▼　電話予約など
　 コールセンター〔（48）0900〕へ連絡してください。
　（受付時間：平日の午前8時30分～午後5時15分）
　右の医療機関でも予約の受け付けをしています

ワクチン接種予約受付開始日・予約方法
12歳以上の全ての町民の方へ

ワクチン接種状況【7月7日時点】

年齢区分
60歳～64歳
50歳～59歳
40歳～49歳
30歳～39歳
16歳～29歳
12歳～15歳

Ｗｅｂ予約
受け付け中

7月15日（木）午前9時～
7月22日（木・祝）午前9時～
7月29日（木）午前9時～
8月5日（木）午前9時～
8月12日（木）午前9時～

電話予約
受け付け中

7月21日（水）午前8時30分～
7月28日（水）午前8時30分～
8月4日（水）午前8時30分～
8月11日（水）午前8時30分～
8月18日（水）午前8時30分～

阿久比クリニック 〔（48）8866〕
浅井外科　 　　 〔（48）8787〕
ハーブ内科皮フ科〔070（4416）0456〕

▲Ｗｅｂ予約
　ページ

▲町ホーム
　ページ

2.飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障・栄養改善を実現し、持続可能な農業を促
進する

　7月8日に、令和3年度に16歳以上となる全ての町民の方へ接種券（クーポン券）を
送付しました。大切に保管してください。

重要

〈全対象者（令和3年度中に12歳以上になる方）2万4,988人〉

※　人数は令和3年4月1日現在の阿久比町人口
※　ワクチン接種状況は、町ホームページでご覧いただけます

0%
2回接種済
26.4％

（6,606人）

1回
接種済

6.5％（1,622人）

未接種　67.1％（1万6,761人）

100%
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阿久比町コロナワクチンコールセンター
（48）0900　開館時間：平日　午前8時30分～午後5時15分問い合わせ先

　ワクチン接種を受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワ
クチン接種を受けた方から他人への感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっていません。
　ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、ワクチン接種を受けた方も受けていない方も、共に社会
生活を営んでいくことになるため、引き続き感染予防対策の継続をお願いします。
▽　参考「ファイザー社の新型コロナワクチンについて」（厚生労働省）
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html

ワクチン接種後、十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日後以降です。
ワクチン接種が終わっても、マスクの着用など、感染予防対策は継続してください。

ワクチン接種後も感染予防対策を

　自転車を利用する高齢者、児童・生徒などのヘルメット着用を促進し、自転車事故の被害を軽減するために、ヘルメット
の購入費の一部を補助します。※　申請は補助対象者1人につき1回限りです。
■補助額　対象のヘルメットの購入費の2分の1（上限は2,000円）
■補助対象者　町内に住所を有し、自転車乗車用ヘルメットを着用する次の方
　▽　令和3年度中に満65歳以上になる高齢者
　▽　令和3年度中に7歳以上18歳以下である児童・生徒など
■対象のヘルメット　新品かつ、次のマークのシールが貼られた自転車乗車用ヘルメット

　※　令和3年4月1日以降に購入したものが対象です。
　※　中学校通学用などの白いヘルメットは未認証のため補助金の対象ではありません。
■申請方法　次の申請書類を役場防災交通課窓口へ提出してください。
　なお、高齢者の場合は本人、児童・生徒などの場合は保護者が申請をしてください。
　申請書類
　　▽　補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書

町ホームページ（http://www.town.agui.lg.jp/ka/helmet.html）からダウンロードできます。
役場防災交通課窓口でも配布しています。

　　▽　領収書の写し
　　　申請者またはヘルメット着用者の氏名、領収日、購入店名、領収金額、購入品名の記載が必要です。
　　▽　ヘルメットの安全認証が確認できるもの

認証シールが確認できるヘルメットの写真、取扱説明書の写しなど。役場防災交通課窓口で現物を提示していた
だくことも可とします。

■申請期限　令和4年2月28日（月）
■申請・問い合わせ先　防災交通課交通係　（48）1111（内1210）

高齢者、児童・生徒などを対象に

自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助

SGマーク JCFマーク CEマーク GSマーク CPSCマーク

3.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する
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町民の皆さんの話題やニュースを紹介

スポーツ医・科学研究所の土地・建物を購入
　阿久比スポーツ村に隣接するスポーツ医・科学研究所の土地・建物について、7月1日付けで公益財団法人ス
ポーツ医・科学研究所と町との間で売買契約をしました。スポーツ医・科学研究所は、昭和63年に竣工し、平成30年
3月をもって医療部門を終了しています。今後は、町の施設として有効に活用します。

7/1
（木）

▲　契約書を持つスポーツ医・科学研究所業務執行
　　理事・事務局長の青田実さんと町長

▲　スポーツ医・科学研究所

あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますのでご連絡ください。 　政策協働課調査広報係　（48）1111（内線1310）

̶ 今月号の表紙 ̶
　愛知用水水道事務所職員による、水道の役割と水の大切さを伝える「出張
講座」が東部小学校と草木小学校で行われました。講座では、浄水場や水道事
務所の仕事などについてスライドショーを見たり、簡易ろ過機を使用した実験
を行ったりしました。東部小学校の児童は簡易ろ過機に興味津々で、濁った水
がきれいになる様子を見て「すごい！」「きれいになった！」と驚きの声を上
げました。

　11月入園希望の受け付けを行います。
　入所申し込み書や案内は随時、役場子育て支援課窓口で配布しています。
■受付期間　8月2日（月）～8月10日（火）の午前9時～午後5時（土、日を除く）
　※　期間を過ぎると申し込みはできますが優先順位が下がります。
■受付場所　子育て支援課（10番窓口）
■申し込み方法　配布する入所申込書に必要事項を記入し、必要書類と併せて提出してください。
　※　詳しい入所基準は案内を確認してください。
　※　提出書類に不備や不足がある場合、受け付けできません。
■その他
　▽　年少クラス以上については、自由契約児の受け付けも行います。
　▽　9・10月の入園受け付けも随時行っています。希望月の前月10日（10日が休みの場合は直前の開庁日）までに
必要書類を提出してください。

■申し込み・問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1123・1124）

保育園入園案内（11月入園分）
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5.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能
力開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



　町では、特定健康診査、後期高齢者医療健康診査を実施しています。新型コ
ロナウイルスワクチン接種により医療機関が混雑しているため、個別健診実
施期間を10月14日（木）まで延長します。集団健診も実施予定なので、できる
だけ集団健診を活用してください。
　詳細は5月下旬に対象者へ送付した案内やホームページ〔特定健康診査
（http://www.town.agui.lg.jp/ka/tokutei03.html）、後期高齢者医療健
康診査（http://www.town.agui.lg.jp/ka/kokikenshin03.html）〕をご覧
ください。

実施場所：勤労福祉センター（エスペランス丸山）
実施日時：ホームページ参照
予　　約：不要

集団健診

実施場所：町内の一部医療機関
実施期限：10月14日（木）
予　　約：医療機関に直接電話などで予約
　　　　　（一部予約不要の医療機関もあります）

個別健診

▲特定健康診査 ▲後期高齢者
　医療健康診査

■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1119）

調子の悪いところが早く
みつかれば早く治るし、
医療費も少なく済みます

健康診査実施期間を10月14日（木）まで延長

　自然の中でサバイバルするため
の考え方から、キャンプで使えるテ
クニックまで解説。
　親子で一緒に「サバイバルキャン
プ」をやってみよう。

展示ホール
◆ 阿久比みずゑの会水彩画展　7月18日（日）まで
◆ 萌の会作品展　7月22日（木・祝）～8月1日（日）

　トイレットペーパーの芯や牛乳
パック、お菓子の箱が大変身。
　家にあるものを活用して、楽しく
リサイクル工作をしよう。

『キャンプでやってみる
子どもサバイバル』

一般向け 児童・ティーンズ 絵本『楽しくリサイクル！
こども工作

ワンダーランド』

『なつのもりの
かぶとむし』

著者

佐藤　京子

著者

谷本　雄治
サトウ　マサノリ

　蒸し暑い夏の夕暮れ。人間たちが
家に帰るころ、虫たちの時間が始ま
ります。
　カブトムシたちが、食事をしよう
と動き出しました。

著者

川口　拓

もうすぐ夏休みこちら、阿久比町立図書館です！
●阿久比町立図書館　（48）6231　●開館＝火曜日～金曜日 午前10時～午後6時、土曜日・日曜日・祝日 午前10時～午後5時
●休館日＝毎週月曜日、毎月最終木曜日　※　そのほか、館内整理など不定期の休館もありますので問い合わせてください。

出版社

ブティック社

出版社

文溪堂

出版社

ベースボール・マガジン社

こちら、阿久比町立図書館です！

おはなし会
土曜日：午後2時30分～
日曜日・祝日：午前11時～、午後2時30分～
子ども向け絵本や紙芝居の読み聞かせを開催しています。

7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エ
ネルギーへのアクセスを確保する

ＳＤＧｓ17の目標
8.働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長、全ての人の完全かつ生産的な
雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する

広報あぐい　2021.7.15
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 保険証の更新について
　現在、使用している保険証の有効期限は、7月31日までです。
　8月1日から使用できる保険証を、7月中旬から簡易書留郵便で送付します。
　※　年度途中で75歳になり加入する方は、75歳になる月の前月に簡易書留郵便で送付します。
　▽　保険証の色が、オレンジ色から緑色に変わります。
　▽　保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。8月1日以降に医療機関などで受診するときは、必ず新しい保険
証を提示してください。

　　※　期限が切れた保険証は、8月以降に役場へお越しの際に返却していただくか、自身で破棄してください。

 限度額適用認定証
　現在、限度額適用認定証を持っていて、令和3年度も引き続き現役並み所得のある区分Ⅱ・Ⅰの方は、7月下旬に「限度
額適用認定証」を送付します。

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
　現在、減額認定証を持っていて、令和3年度も引き続き市町村民税非課税世帯の方は、7月下旬に「後期高齢者医
療限度額適用･標準負担額減額認定証」を送付します。

 医者にかかるときの自己負担
　医者にかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。
　8月から令和4年7月までの負担割合は、世帯の前年の所得をもとに判定します。
　ただし、判定後に所得更正（修正）があった場合は、再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。
　世帯員の異動（死亡、転入、転出など）があったときは、随時再判定を行い、負担割合が変わる場合があります。その場
合、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

6
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▽　「現役並み所得のある方」(3割負担)と判定された場合でも、次の場合、「一般」(1割負担)の適用になります。

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯 世帯の被保険者全員の旧ただし所得の合
計額が210万円以下のときのうち、

③ 被保険者が2人以上いる世帯 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

▽　また、次の場合は申請により翌月（申請日が1日の場合は当月）から「一般」(1割負担)の適用になります。
① 被保険者が1人の世帯 被保険者の収入額が383万円未満のときのうち、

のうち、

②

被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円
以上で、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医
療保険に加入している70歳から74歳までの方がいる
世帯

のうち、被保険者と70歳から74歳までの方の収
入額の合計が520万円未満のとき

同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる
世帯の方

「現役並み所得のある方」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」の区分に該当しない方一　般

区分 該当者

現役並み所得のある方

市町村民税非課税世帯で、「区分Ⅰ」に該当しない方区分Ⅱ

世帯全員の各種所得（公的年金は控除額を80万円で計算）が0円の方。
または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年
金を受給している方

区分Ⅰ

1割

負担割合

3割

1割

9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の促進・イノベーションの推進を図るＳＤＧｓ17の目標
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 入院したときの食事代
　入院したときの食事代のうち、決められた金額までは自己負担になります。

※1　平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
※2　直近の12カ月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間の入院日数。（愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む）

 自己負担が高額になったとき
　医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請することで高額療養費として差額を支給します。申
請が必要な方には別途お知らせします。（初回のみ申請が必要です）
▽　高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。
▽　入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象にな
りません。
▽　75歳になり資格を取得した方（毎月1日生まれの方を除く）は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。

　  460円※1

260円

210円

160円

100円

「一般」「現役並み所得のある方」

指定難病患者の方（「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」に該当しない方）

区分Ⅱ

区分Ⅰ

食事療養標準負担額（1食につき）区　　　　　　　分

入院90日まで

入院91日以上※2

自己負担限度額（月額）※1

区　　　分 個人の限度額
（外来のみ）

世帯の限度額
（外来＋入院）

※1　過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費の支給対象に3回以上該当している場合、4回目から＜　＞内の
金額（多数該当）になります。

※2　年間（8月から令和4年7月まで）14万4,000円を上限とします。
▽　個人単位で1医療機関の窓口での支払いに限度額を適用させるには、現役並み所得のあるⅡ・Ⅰの方は「限度額適用
認定証」の交付を、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け、提示の
必要があります。
■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1120）

5万7,600円＜多数該当4万4,400円＞

2万4,600円

1万5,000円

Ⅲ（課税所得690万円以上）

Ⅱ（課税所得380万円以上）

Ⅰ（課税所得145万円以上）

25万2,600円＋（医療費－84万2,000円）×1％＜多数該当14万100円＞

16万7,400円＋（医療費－55万8,000円）×1％＜多数該当9万3,000円＞

8万100円＋（医療費－26万7,000円）×1％＜多数該当4万4,400円＞

区分Ⅱ

一般（課税所得145万円未満など）

区分Ⅰ
8,000円

1万8,000円※2

現役並み
所得の
ある方

10.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正するＳＤＧｓ17の目標
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　保
健センター通信

すこやかだより 保健センター（オアシスセンター）　（48）1111（内1520・1521）

第4回テーマ　「学齢期の健康づくり」

「子どもたちが、元気に育つ」
健康日本21あぐい計画（第3次）での目標（目指すべき姿）

　学齢期は、乳幼児と違い、自分で一通りの生活習慣行動をすることができる年齢です。それに加え、早寝・早
起きを心掛けて生活リズムを整える、朝食を抜かず1日3度食事を食べる、歯磨きの習慣などを通じて、自分
の健康を自分で守るための生活を実践できるようになってほしい年齢でもあります。
　また、子どもの飲酒や喫煙は、周囲の大人の行動が影響します。子どもに飲酒や喫煙をさせないよう配慮
し、子どもの受動喫煙の害を排除するよう努めてください。

健康日本21あぐい計画（第3次）

実現するための「取り組み」

町民の皆さんにお願いする取り組み
◇　食に関する正しい知識を持ち、子どもの食事環
境を整えます
◇　早寝、早起きをし、子どもの生活リズムを整えま
す
◇　育児の不安を一人で抱え込まないで、いろいろ
な人に相談します
◇　子どもの前で喫煙はしません
◇　子どもに飲酒や喫煙はさせません
◇　歯や口腔の健康の大切さを親子で理解します
◇　子ども自身が、健康のための生活習慣を実践で
きるようにします
◇　子どもとのコミュニケーションを大切にします

地域や職場の皆さんにお願いする取り組み
◇　子育て家庭を応援します

行政の取り組み
◇　子どものやせや肥満の解消のための食
生活についての情報提供
◇　たばこやお酒の害についての周知、啓発
◇　子どもや親が利用できる相談機会の充
実
◇　歯や口腔の健康の大切さの周知
◇　学校における悩みごとの相談や、学校環
境改善への取り組み

元気の源！早寝・早起き・朝ごはん元気の源！早寝・早起き・朝ごはん
　睡眠には、体の疲れを取る以外に、毎日脳にたくさん入ってくる情報を整理し、すっきりさせ
るという役割があります。また、筋肉や骨が成長するために必要なホルモンは、夜寝ている間
に多く分泌されます。夜更かしせず、十分な睡眠を取りましょう。

早寝

　私たちの体内時計という生体リズムは25時間で、1日24時間とはずれがあります。朝日を
浴びることで体内時計がリセットされ、気持ちのよい1日をスタートできます。早起き

朝ごはん
　朝ごはんは、体と脳の重要なエネルギー源です。朝ごはんを食べる子どもの方が、食べな
い子どもに比べ、学力や運動能力が高いという調査結果もあり、朝ごはんを食べる重要性が
分かっています。
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11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住
を実現する

ＳＤＧｓ17の目標



■申し込み・問い合わせ先
保健センター（オアシスセンター）
（48）1111（内1520・1521）
※　会場・所在地の記載がない場合、会場は保健センターです。

の保健ガイド

（診療時間　午前9時～午後1時）●休日診療歯科診療所
日にち 診療所（所在地） 電　話

日曜日・祝日 （23）2636半田歯科医療センター（半田市港町1-62）

乳児健診 10日（火）
1歳児歯科相談 25日（水）
1歳6カ月児健診 17日（火）

2歳6カ月児歯科健診 26日（木）
3歳児健診

令和2年8月生
令和2年1月21日～2月17日生

平成30年7月生
平成31年1月～2月生

25日（水）

●乳幼児健康診査日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）
健診の種類 対象者

午後1時～
受付時間日にち

令和3年4月14日～5月10日生
午前9時30分～
午後1時～

午前9時30分～
午後1時～

●予防接種日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）

令和3年2月6日～3月3日生 3日（火）
予防接種名 対象者 受付時間日にち
ＢＣＧ接種 午後1時30分～午後2時

●胸部レントゲン検査

保健センター 19日（木）
対象者 会　場 時　間日にち

40歳以上の申込者 午後2時～午後4時

4日（水）
18日（水）
15日（日）
21日（土）

●その他
事業の種類 対象者 時　間日にち

母子健康手帳の交付

献血（会場：ピアゴ阿久比北店）
献血（会場：アピタ阿久比店）

午前9時～午前10時

午前10時～正午
午後1時30分～午後4時

妊娠届出書を交付された方
（ご都合が悪い方はご連絡ください）
16歳から69歳までの健康な方。ただし、
65歳以上は、60歳から64歳までの間に
献血経験がある方に限ります。　　　　

6日（金）
20日（金）

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談
内　容 時　間日にち

赤ちゃんからお年寄りまで、身長・体重・血圧などを測定します。
（電話相談も可）

午前9時～午前11時
午後1時～午後3時

【がん検診、母子健診を受けられる方へのお願い】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらかじめ来所時間を指定しています。来所時間は、案内通知でお知らせし
ます。体調不良の場合は、受診を控えてください。

ペア教室（沐浴編） 妊婦とその家族 午前9時30分～（2部制）
午前10時～午前11時

10日（火）
前期離乳食講習会 令和3年4月生 12日（木）

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

8月

午前9時～午前11時乳がん・子宮がん・大腸がん・骨密度 申込者 23日（月）

●がん検診日（定員に達した場合は、申し込み受け付けを締め切ります。ご了承ください）
検診の種類 対象者 受付時間日にち

●休日診療担当医院
日にち 担当医院（所在地） 診療科目 電　話

（診療時間　午前9時～正午）

1日（日）
8日（日）
9日（月）
15日（日）
22日（日）
29日（日）

（48）5551
（89）2020
（48）8787
（48）8787
（49）2100
（49）3154

東ヶ丘クリニック（福住字高根台11-6）
あぐい小児科クリニック（福住字坊田34）
浅井外科（白沢字天神前33-2）
浅井外科（白沢字天神前33-2）
岡田ハートクリニック（椋岡字角前田52-3）
耳鼻咽喉科すみやクリニック（宮津字宮天神24-1）

内科、小児科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科
小児科
脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、リハビリテーション科
脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、リハビリテーション科
循環器内科
耳鼻咽喉科

午前9時45分～午前11時30分（男性限定）
5日（木）

18日（水）

24日（火）

31日（火）

午後1時30分～午後3時30分（女性限定）
午前9時45分～午前11時30分（女性限定）
午後1時30分～午後3時30分（男性限定）

16歳～39歳の方 午前9時45分～午前11時30分（男性限定）エスペランス丸山
午後1時30分～午後3時30分（女性限定）
午前9時45分～午前11時30分（女性限定）
午後1時30分～午後2時30分（女性限定）
午後2時30分～午後3時30分（男性限定）

●基本健康診査
対象者 会　場 時　間日にち

広報あぐい　2021.7.15
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ＳＤＧｓ17の目標
12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する
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月日 火 水 木 金 土
2

9

16

23

30

土曜日・日曜日、祝日は休み

開所時間:　
午前9時～午後4時
（土曜日・日曜日、祝日は休み）

問い合わせ先 （４７）０３６９（阿久比スポーツ村クラブハウス２階）

ぴ っ ぴぴ っ ぴぴ っ ぴ 阿久比町
子育て支援センター

あぐぴっぴ

3

10

17

24

31

1

8

15

22

29

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

休

休

休

休

休

休

休

休

児童館　開館

児童館　休

児童館　開館

児 開館

児　開館

児 開館

児 開館

児　開館

児　開館

児　開館

児童館　13：30開館

児童館　13：30開館

児童館　13：30開館

児童館　13：30開館

児童館　休

児童館　休児　開館

児童館　開館

児童館　休

児童館　休 児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

だ よ りだ よ りだ よ り

★　児童館「あそびひろば」は8月31日まで（学校の夏休み期間）は、中止します。
★　ことばの相談室「すくすく相談日」は、臨床心理士に子どもの発達や子育ての悩みなど
を相談できます。詳しくは、子育て支援センターまで問い合わせください。
★　新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、広場の人数制限、開所時間短縮を
する場合があります。広場の掲示、ホームページなどでお知らせします。

カレンダー 8がつ

8月

■パパと一緒につくってあそぼう！
　パパと一緒に作ることができる製作キットをお渡しします。（ペットボトルシャワー・金魚すくい・風鈴）
■月間中、来所されたパパに「イクメン認定証」を、お渡しします。

※　ママと一緒でも、パパだけでも大丈夫です。

おもちゃ病院
午前10時～

ファミサポ交流会

おしゃべりルーム
「2歳児ママの　　　 
なんでも話そう会！」

ミニ講座
「ファミリー　　　　  
  コミュニケーション」

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴおそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

振替休日

　子育て診断士が、子どもが生まれながらに持った性格、資
質に合った接し方のヒントを教えます。
■日　時　8月20日（金）午前10時～午前11時
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室
■対　象　未就園児と保護者
■定　員　親子10組（託児は10人まで可能）
■講　師　樋口理穂氏（子育て診断士）

山の日

●　ミニ講座(要予約)　●
「ファミリーコミュニケーション」

　ファミリーサポートを利用している、依頼会員とお子さん、
援助会員、両方会員が集い、遊びやワークショップなどを通
して交流を深めます。
ファミリーサポート会員は随時募集中！

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座や行事
などを延期・中止する場合があります。ご了承ください。
◆　どの講座も先着順です。
◆　７月１６日（金）から7月２６日（月）までに子育て支援セン
ターあぐぴっぴへ申し込んでください。電話でも受け付け
ます。
◆　対象は町内在住の方に限ります。
◆　生後4カ月の子どもから託児を受け付けます。

●　ファミサポ交流会（要予約）　●
8月6日（金）

　2歳児のママ同士で気楽に話をしませんか。
■日　時　8月23日（月）午前10時～午前11時
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室
■対　象　２歳児と保護者
■定　員　親子10組

●　おしゃべりルーム(要予約)　●
「2歳児ママのなんでも話そう会！」

8月2日（月）～8月31日（火）
パパとあそぼう！イクメン月間

おそとでぴっぴおそとでぴっぴ

児　開館

13.気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じるＳＤＧｓ17の目標



　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和３年度野外音楽会を
中止します。
■問い合わせ先
　社会教育課社会教育係
　（48）1111（内1229）

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和3年度あぐいふれあ
い盆踊りの夕べを中止します。
※　盆踊り講習会も中止します。
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係
　（48）1111（内1501）

　町民・事業所の皆さん
にご協力いただき、21万
6,915円の募金が集ま
りました。
　集まった募金は全額を公益社団
法人愛知県緑化推進委員会へ贈り
ます。ありがとうございました。
■問い合わせ先
　産業観光課農政係
　（48）1111（内1222）

　サラ金・クレジット会社からの借
り入れの返済に悩んでいませんか。
サラ金・クレジット担当の弁護士が
無料で相談に応じます。（要予約）
■相談日時
　　8月20日(金)午後1時～午後5
時（最終相談開始時刻は午後4
時）

　※　前日の午後3時までに、住民
福祉課医療年金係へ電話予約
をしてください。

■その他
　　当日は住民福祉課医療年金係
の窓口で受け付けをしてくださ
い。相談会場へ案内します。
■予約・問い合わせ先
　住民福祉課医療年金係
　（48）1111（内1117）

　地域で子育て中の保護者や家庭
教育（子育て）を支える立場となる
ための講座を開催します。子育て
の応援をしたい、子育てや家庭教
育支援の勉強をしたいと考えてい
る方は気軽に参加してください。
■開催日・場所
　【尾張会場】
　　愛知県生涯学習推進センター
　　①　9月14日（火）
　　②　9月21日（火）
　　③　10月1日（金）
　【三河会場】
　　愛知県西三河総合庁舎
　　①　9月22日（水）
　　②　9月28日（火）
　　③　10月5日（火）
■内　容
　　各時期の子どもの特徴や保護
者支援、家庭教育に関する講座
の運営方法、一般教養など、子育
てや家庭教育支援についてお話
しします。
■申し込み・問い合わせ先
　愛知県教育委員会生涯学習課
　052（954）6780
　ホームページ
　https://www.pref.
　aichi.jp/soshiki/sy

　ogaigakushu/katei-shiensya-
　bosyu.html

　建退共制度は、中小企業退職金
共済法に基づき、建設現場労働者
の福祉の増進と建設業を営む中小
企業の振興を目的として設立され
た退職金制度です。
　事業主の方が、労働者の働いた
日数に応じて掛け金となる共済証
紙を共済手帳に貼り、その労働者
が建設業界で働くことをやめたと
きに建退共から退職金が支払われ
ます。
■対　象
　加入できる事業主：建設業を営

む方
　対象となる労働者：建設業の現

場で働く方
■掛　金
　　日額310円（令和3年10月
から日額320円）
■特　徴
　▽　国の制度なので安全、確実、
申し込み手続きは簡単です。

　▽　経営事項審査で加点評価の
対象となります。

　▽　掛け金の一部を国が助成し
ます。

　▽　掛け金は事業主負担となり
ますが、法人は損金、個人では
必要経費として扱われ、税法
上全額非課税となります。

　▽　事業主が変わっても退職金
は企業間を通算して計算され
ます。

■問い合わせ先
　建設業退職金共済愛知県支部
　052（243）0871

知っていますか
建退共制度

愛知県「親の育ち」
家庭教育支援者養
成講座を開催

information
お知らせ

多重債務で悩んで
いる方へ

令和３年度野外音
楽会を中止

令和3年度あぐいふれあ
い盆踊りの夕べを中止

緑の募金にご協力あり
がとうございました

広報あぐい　2021.7.15
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14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するＳＤＧｓ17の目標
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information
お知らせ

3日（火）、6日（金）、10日（火）、13日（金）、17日（火）
20日（金）、24日（火）、27日（金）、31日（火）
午後6時30分～午後8時30分　

種　　　目 日　　　時場　　　所

ヨガ教室

健康教室

吹き矢教室

グラウンドゴルフ

ヒップホップ
ダンス教室

小中学生
バレーボール教室

小中学生
剣道教室

小中学生
サッカー教室

アクティブ教室
（ZUMBA）

4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）
午後7時30分～午後9時

7日（土）、14日（土）、28日（土）
午前9時～午後0時30分

7日（土）
午前8時～午前10時
3日（火）、24日（火）、31日（火）
午後6時30分～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

12日（木）、26日（木）
午後2時～午後3時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

15日（日）、22日（日）
午前9時～午前11時
15日(日)
午前9時30分～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）
午前10時～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　（49）2500

日　　　時 内　　　容 会　　場

■申し込み・問い合わせ先
　アクティブあぐい（阿久比スポーツ村クラブハウス1階）
　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
　090（6617）9101　ホームページ　https://activeagui.com/

草木小学校体育館

草木小学校運動場

丸山武道場

板山グランド

小中学生
バドミントン教室
上級

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

草木小学校体育館

ふれあいの森

8月のスポーツ村イベントガイド

2日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月）
初級　午後7時～午後8時　
中級　午後7時～午後8時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

小中学生
バドミントン教室
初級・中級

南部小学校体育館

27日（金）  　　
午後1時30分～午後3時

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」8月の予定

12

広報あぐい　2021.7.15

野球場

野球場

陸上競技場 　県では、大規模地震発生直後に、
被災した建物を調査し、その危険
性を判定するボランティア（応急危
険度判定士）を養成する講習会を
開催しています。
※　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、感染拡大状況など
によっては、中止する場合があり
ます。
■受講資格
　①　県内在住または在勤の建築
士（1級・2級・木造）、1級建築
施工管理技士

　②　県内の地方公共団体職員
■講習日・会場
　【愛知県西三河総合庁舎】
　　9月3日（金）、10月20日（水）
　【名古屋市芸術創造センター
ホール】
　　9月8日（水）、22日（水）、10月
5日（火）

　【豊橋市役所13階講堂】
　　10月1日（金）
　※　どの会場も駐車場はありま
せんので、公共交通機関でお
越しください。

■講習時間
　①　午後1時～午後3時30分
　②　午後1時～午後4時30分
■申し込み方法　
　　愛知県建築物地震対策推進協
議会ホームページ（http://www.

　aichi-jishin.jp/）を確認の上、電
子申請、郵送または
ファックスで申し込み
ください。
■申し込み・問い合わせ先
　愛知県建築物地震対策推進協議
会事務局　
　（一財）愛知県建築住宅センター
　〒460-0008　名古屋市中区栄
4丁目3-26昭和ビル2階　
　052（264）4022　
　ＦＡＸ052（264）4041

○非会員の方は、1人1回300円です。
○どの教室も予約なしで参加できます。（やむを得ず中止になる場合があります）

　会員になると、どの教室も無料で参加できます。 
■受付日時　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
■年会費　大人（高校生以上）　  　3,500円　　　シニア（65歳以上）　　　3,000円
　　　　　ジュニア（中学生以下）　2,500円
■申し込み先　アクティブあぐい事務所（スポーツ村クラブハウス1階）
※　年会費には、スポーツ保険料は含まれません。（加入をお勧めします）

令和3年度の会員募集！！

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、教室が急きょ中止になる場合があります。
　その場合は、アクティブあぐいホームページでお知らせしますのでご確認ください。

お　知　ら　せ

愛知県中学校総合体育大会
（軟式野球）1日（日）・2日（月）

愛知県高等学校野球選手権大
会　知多地区予選会11日（水）～25日（水）

スポーツ村すこやか町民開放15日（日）
午前9時～午後4時30分

応急危険度判定
士講習会

15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標



○　相談事例
　事業者が訪問し「契約を変更すれば基本料金などが安くなる」と言われた。
資料に電気、ガスの契約者として夫の氏名が印刷されていたため信用して、言
われるまま契約の手続きを進めた。最初に名刺をもらったが、なんという事業
者と契約をしたのかも認識していなかった。「ガスの明細書などを見せてほし
い」と言われ見せたが、具体的にいくら安くなるなどの説明はなく、クーリング・
オフの説明もなかった。説明を受けたかを確認するチェックシートは事業者が
読み上げ言われるままに返事をしてしまい、最後に署名した。後になってよく考
えずに知らない事業者と契約してしまったことを後悔した。解約したい。
○　被害を防ぐアドバイス
　▽　電気・ガスの料金のプランや算定方法をよく説明してもらい、勧誘して
きた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。

　▽　検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
　▽　契約を変更してしまってもクーリング・オフなどができる場合がありま
す。不安に思ったとき、トラブルにあったときは自分一人で抱え込まず、消
費生活センターなどに相談しましょう。

◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
 電気・ガスの契約変更は慎重に！

○132

　我が家にお
掃除ロボットが

やってきました。床掃除なんて
掃除機ですぐ終わるじゃん、と
思っていた私ですが、外出中に
きれいにしてくれて、しかも掃除
機より丁寧な出来に「ロボットす
ごい…！」と感動しました。多種多
様な場所でデジタル化が進めら
れています。もちろん、対面でな
いとできないことはまだまだあ
りますが、デジタル化することで
便利になるなら大歓迎ですよ
ね。…個人的には自動運転車が
早く普及してほしいです。

編集後記

ちたんぷ2021　夏クールを開催
　知多半島を舞台にしたスタンプ
ラリー「ちたんぷ」の夏クールを開
催します。
■期　間　7月22日（木・祝）～10
月24日(日)
■参加方法　スマートフォン専用ア
プリ「ちたんぷ」をダウンロード
して、知多半島内約500カ所の
ちたんぷスポットを巡ります。ア
プリでは施設やお店で使えるお
得なクーポンがたくさんありま
す。
　　また、スポットでスタンプを集
めるとポイントが貯まり、抽選で

すてきなギフトが当たります。
■参加費　無料
■問い合わせ先　知多半島回遊性
向上事業実行委員会事務局
　052（971）7253

▲ちたんぷホームページ

　町に「ふるさと阿久比応援寄付
金（ふるさと納税）」で次の方からご
寄付いただきました。
喜渡　卓様（5万1,000円）
井上　英臣様（3万円）
稲葉　武彦様（3万円）
橘　順子様（2万円）
岩切　章太郎様（2万円）
細沢　健一様（1万円）
村瀬　清様（1万円）
有賀　小夜子様（1万円）
山下　隆二様（1万円）
尾関　功司様（1万円）
伊勢谷　直樹様（1万円）

吉川　栞様（1万円）
山田　健吾様（1万円）
百合草　牧子様（1万円）
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成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
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8 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　5日（木）、19日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　19日（木）
　場　所　役場1階会議室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（４８）１１１１（内１１２２）

8月5日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午後1時～午後５時
　NPO法人知多地域成年後見センター
では、成年後見制度巡回相談（事前に予約
が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
　（知多市福祉活動センター内）
　0562（39）2663

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8 月の相談

ご寄付ありがとうございます

広報あぐい　2021.7.15
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お知らせ

受注No.21F01370／版管理番244334-01／阿久比町役場様    
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16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標
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　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター（４８）１１１１（内１５２３）

■発行／阿久比町（〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町
　大字卯坂字殿越50　0569（48）1111）
　編集／総務部政策協働課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

「あ」「ぐ」「い」「ちょ」「う」で表す啓発標語
みんなで習慣にしよう！みんなで習慣にしよう！

「あ」　　朝　体温はかって　今日もスタート
「ぐ」　　ぐっすり眠って　免疫力アップ！
「い」　　いつでも換気　いい空気
「ちょ」　丁度いい　その距離保って　マスクして
「う」　　うがいした？　手洗いの後は忘れずに！

6 月　救急・火災

火災
建　物
車　両
その他

2
1
0
1

救急
交通事故
急　　病
そ の 他

阿久比町消防団
出動人員　14人

82
4
55
23

■守っていますか？
　歩行者優先の運転
　愛知県では毎年多くの歩行者
が交通事故で亡くなっていて、そ
の数は交通事故死者数全体の3
割～4割を占めています。
　交通死亡事故の多くが横断歩
道で起きていますが、県内の横
断歩道における車の一時停止率
は32.5%にとどまっています。
（JAF2020調査結果）

車両は（自転車を含む）は横断歩道に近づく際、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、
横断歩道の手前で停止できるような速度で進行してください。

横断歩道を渡っている、または渡ろうとしている歩行者がいるときは横断歩道の手前で一時停止しなければ
いけません。

■歩行者も事故に遭わないためにルールを守りましょう
　交通事故をなくすには、車両の運転手だけでなく、歩行者も交通ルールを守ることが大切です。
　次のルールを守って自分の命を守りましょう。

横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断してください。また、
横断する際は手を上げて自分の存在を運転手にアピールしましょう。

道路の斜め横断はやめてください。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。また、自転車
横断帯には入らないようにしましょう。

■問い合わせ先　防災交通課交通係　（48）1111（内1210）

7月10日に阿久比町は「歩行者優先のまち」を宣言しました！
「歩行者優先」の安全運転を

✓
✓

✓
✓
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ＳＤＧｓ17の目標
17.パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

受注No.21F01370／版管理番244334-01／阿久比町役場様    
広報あぐい7/15号 （210×297mm）／21.7.8／10:00／東雲★★★★★★■


